
　
ま
た
、経
営
基
盤
の
保
持
の
た
め
、法
人

設
立
時
に
資
産
保
有
等
に
一
定
の
要
件
が

あ
り
、役
員
の
解
職
勧
告
や
法
人
解
散
命

令
等
の
行
政
手
段
が
法
律
で
与
え
ら
れ
て

い
る
。事
業
の
開
始・廃
止
も
行
政
の
認
可

が
必
要
で
、安
易
な
事
業
の
撤
退
も
で
き

な
い
。行
政
監
査
、情
報
開
示
な
ど
厳
格
な

規
定
の
も
と
で
事
業
を
行
い
、万
一
解
散

し
た
場
合
も
、残
余
財
産
は
他
の
社
会
福

祉
法
人
ま
た
は
国
庫
に
帰
属
す
る
。

○
期
待
さ
れ
る
公
益
性

　
以
上
の
よ
う
な
公
的
規
制
が
あ
る
一

方
で
、社
会
福
祉
法
人
は
、そ
の
公
益
性

に
よ
り
、法
人
税
や
寄
付
等
の
税
制
上
の

優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
実
際
、利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
加
え
、地
域
の
福
祉
の
拠
点
と
し
て
、

地
元
小
中
学
校
等
の「
福
祉
学
習
」へ
の
協

力
や
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
や
受
け
入

れ
の
推
進
、介
護
や
育
児
の
相
談
会
の
開

催
な
ど
、そ
の
公
益
性
を
発
揮
し
て
い
る

法
人
は
少
な
く
な
い
。災
害
時
の
要
援
護

者
へ
の
支
援
に
も
積
極
的
で
あ
る
。

　
し
か
し
、介
護
保
険
制
度
の
施
行
を
は

じ
め
と
す
る
平
成
12
年
か
ら
の
社
会
福

祉
基
礎
構
造
改
革
で
、株
式
会
社
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
な
ど
が
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

に
参
入
。こ
の
頃
か
ら
、事
業
者
間
の
条

　

現
在
、全
国
に
2
万
弱
あ
る
社
会
福

祉
法
人
の
う
ち
、県
内
に
存
在
す
る
の
は

約
7
0
0
法
人
に
上
る
。介
護
、保
育
、

障
害
児・者
へ
の
各
種
支
援
な
ど
、多
様

な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
社
会
福

祉
法
人
は
、多
く
の
人
が
人
生
の
い
ず
れ

か
の
時
期
に
関
わ
る
可
能
性
の
高
い
存

在
で
あ
る
。

　
社
会
福
祉
法
人
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、

昭
和
26
年
。当
時
の
社
会
福
祉
制
度
は
、

行
政
に
よ
る
施
設
へ
の
入
所
措
置
の
か
た

ち
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、社
会
福
祉
事
業

を
実
施
す
る
社
会
福
祉
法
人
は
、事
業
の

社
会
的
信
用
や
健
全
性
を
維
持
す
る
た

め
、他
の
主
体
と
異
な
る
特
別
な
法
人
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。そ
の
た
め
、次

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

○
運
営
に
対
す
る
強
い
公
的
規
制

　
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、運
営

費
の
支
出
対
象
経
費
等
の
規
制
が
あ
る

と
と
も
に
、事
業
収
入
は
原
則
と
し
て
社

会
福
祉
事
業
に
の
み
充
て
ら
れ
、配
当
や

収
益
事
業
に
支
出
で
き
な
い
。
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社
会
福
祉
法
人
に

期
待
さ
れ
る
事
業

　特別養護老人ホームや保育所、障害者施設など、私たちの地域に
ある社会福祉施設・事業所の多くは「社会福祉法人」が運営している。
　かつては、提供される福祉サービスの利用者しか接点がほとんど
なかった社会福祉法人だが、現在は法人の強みを生かして、地域に
貢献しようとさまざまな取り組みが始まっている。
　今回の特集では、私たちのくらしの身近なパートナーとしての
社会福祉法人の今後の方向性について、情勢や事例を交えて紹
介する。

「ストップ・ザ・無縁社会」
絆つなげる 明日へつながる⑱
強みを地域に
生かす社会福祉法人

県
内
に
お
け
る

社
会
福
祉
法
人
の
取
り
組
み

今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性

〜
協
働
事
業
の
展
開
に
向
け
て
〜

　
こ
う
し
た
国
の
動
向
の
一
方
で
、県
内

の
社
会
福
祉
法
人
も
さ
ま
ざ
ま
な
制
度

外
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　
県
社
協
と
県
社
会
福
祉
法
人
経
営
者

協
議
会（
以
下
、「
経
営
協
」）が
平
成
23

年
に
実
施
し
た「
社
会
福
祉
法
人
の
取

り
組
み
に
関
す
る
調
査
」（
県
内
7
0
6

法
人
対
象・回
答
率
50
．7
％
）に
よ
る
と
、

「
地
元
学
校
の
福
祉
学
習
に
施
設
を
開

放
し
て
い
る
」な
ど
の
取
り
組
み
率
が
高

か
っ
た
が
、中
で
も
地
域
に
対
し
何
ら
か

の
相
談
機
能・窓
口
を
設
置・開
設
し
て

い
る
1
5
6
法
人
に
は
、次
の
傾
向
が
顕

著
だ
っ
た
。

　
ま
た
、こ
れ
ら
の
法
人
の
う
ち
特
に
先

駆
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
法
人
に

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
す
る
と
、図
表

ポ
イ
ン
ト
①
財
源

　
制
度
報
酬・措
置
費
や
税
制
上
の
課

題
も
あ
る
が
、法
人
で
利
益
に
当
た
る

部
分
の
一
定
額
は
制
度
外
の
新
た
な

取
り
組
み
の
財
源
と
し
て
地
域
社
会

に
還
元
す
べ
き
で
あ
り
、還
元
で
き
な

い
な
ら
ば
課
税
も
や
む
を
得
な
い
。

ポ
イ
ン
ト
②
方
法

　

制
度
外
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
に

も
、一
つ
の
法
人
で
で
き
る
も
の
と
で

き
な
い
も
の
が
あ
る
。複
数
の
法
人
で

財
源
を
拠
出
し
、事
業
を
共
同
運
営
し

て
は
ど
う
か
。

ポ
イ
ン
ト
③
住
民
等
と
の
地
域
醸
成

　

地
域
社
会
の
課
題
が
要
因
と
な
っ

て
ニ
ー
ズ
が
発
生
し
な
い
よ
う
、企

業
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
、民
生
委
員
、社
協
、行
政

な
ど
、地
域
の
多
様
な
主
体
と
と
も

に
解
決
に
取
り
組
み
、地
域
福
祉
計

画
の
策
定
時
に
は
住
民
と
と
も
に
課

題
の
見
え
る
化
を
図
り
、課
題
解
決

策
と
自
ら
の
役
割
を
明
確
に
す
べ
き

で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
④
行
政
の
理
解
と
下
支
え

　
全
国
の
市
町
村
の
中
に
は「
法
に
基

づ
く
社
会
福
祉
事
業
以
外
は
し
て
は

い
け
な
い
」な
ど
法
人
制
度
へ
の
誤
解

が
あ
る
。国
は
各
自
治
体
が
新
た
な
取

り
組
み
を
理
解
し
、利
益
還
元
し
や
す

い
環
境
整
備
を
図
っ
て
ほ
し
い
。

「
検
討
会
」で
の
意
見
よ
り
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え
、校
区
内
で
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
運

営
す
る
法
人
も
参
加
。誰
も
が
暮
ら
し
続

け
る
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け

て
、協
議・調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。地
域

福
祉
ネ
ッ
ト
会
議
を
経
て
、ゴ
ミ
出
し
や
話

し
相
手
な
ど
、住
民
同
士
が
助
け
合
う「
地

区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
助
け
あ
い
）セ
ン
タ
ー
」

事
業
も
10
校
区（
平
成
26
年
1
月
現
在
）で

取
り
組
ま
れ
、事
業
の
窓
口
を
複
数
の
法

人
が
担
当
。住
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、地

域
福
祉
の
推
進
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。

　
県
老
人
福
祉
事
業
協
会
で
は
、県
が
創

設
し
た「
地
域
サ
ポ
ー
ト
型
特
養
」の
会
員

施
設
へ
の
普
及
を
進
め
て
い
る
。

　

認
知
症
の
人
や
介
護
保
険
認
定
非
該

当
で
見
守
り
を
希
望
す
る
高
齢
者
等
と

契
約
し
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
配
置

し
た
生
活
援
助
員（
L
S
A
）等
が
、24
時

間
体
制
で
見
守
り
訪
問
、相
談
支
援
を
行

う「
兵
庫
式
24
時
間
L
S
A
地
域
見
守
り

事
業
」と
、地
域
住
民
へ
の
在
宅
支
援
事
業

（
介
護
技
術
講
習
会
、介
護
者
の
つ
ど
い
、

配
食
サ
ー
ビ
ス
等
）を
あ
わ
せ
て
実
施
す

る
も
の
で
、現
在
18
施
設
が
県
か
ら
認
定

さ
れ
て
い
る
。

　
特
養
の
専
門
性
を
発
揮
し
、住
民
の
在

宅
生
活
を
支
え
る
新
た
な
実
践
で
あ
る
。

　
大
阪
府
社
協
老
人
施
設
部
会
で
は
、府

内
の
入
所
施
設
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー（
Ｃ
Ｓ
Ｗ
）を
配
置
し
、何
ら
か

の
理
由
で「
食
べ
る
も
の
が
な
い
」「
電
気
が

止
め
ら
れ
た
」な
ど
の
問
題
を
抱
え
る
人

を
訪
問
し
、課
題
解
決
に
必
要
な
制
度
に

つ
な
が
る
ま
で
支
援
す
る
。経
済
的
援
助

と
し
て
、10
万
円
を
上
限
に
現
物
給
付
す

　
「
伊
丹
市
福
祉
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
」

は
、法
律・医
療
の
専
門
家
や
行
政
等
関
係

機
関・団
体
の
協
力
の
も
と
、「
社
会
福
祉

法
人
協
働
事
業
」と
し
て
市
内
の
社
協
を

含
む
8
つ
の
社
会
福
祉
法
人
で
協
働
運
営

さ
れ
て
い
る
。

　

福
祉
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
は
、認
知

症
や
知
的・精
神
障
害
な
ど
で
判
断
時
に

支
援
が
必
要
な
人
が
、住
み
な
れ
た
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、成
年

後
見
制
度
の
利
用
や
虐
待
等
福
祉
の
専

門
職
だ
け
で
は
対
応
が
困
難
な
ケ
ー
ス

の
相
談
や
支
援
を
行
う
窓
口
で
あ
る
。

事
務
局
は
社
協
が
担
い
、他
の
法
人
は

持
ち
回
り
で
、「
高
齢
者・障
が
い
者
な
ん

で
も
相
談
会
」や
市
民
向
け
の「
権
利
擁

護
講
座
」を
開
催
。市
民
の
権
利
擁
護
に

関
す
る
意
識
啓
発
や
ニ
ー
ズ
キ
ャ
ッ
チ
に

一
役
買
っ
て
い
る
。運
営
法
人
の
職
員
向

け
の
研
修
も
開
催
し
、専
門
性
の
向
上

に
も
努
め
て
い
る
。

　
ま
た
、市
内
17
の
小
学
校
区
で
開
催
さ

れ
る「
地
域
福
祉
ネ
ッ
ト
会
議
」に
は
、住

民
、行
政
や
福
祉
事
業
所
の
職
員
等
に
加

福
祉
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の

協
働
運
営
と
小
地
域
福
祉
活
動
支
援

（
伊
丹
市
）

事 

例

在
宅
高
齢
者
に
早
期
か
ら
関
わ
る

「
地
域
サ
ポ
ー
ト
型
特
養
」の
取
り
組
み

（
兵
庫
県
老
人
福
祉
事
業
協
会
）

事 

例

府
内
全
域
で
の

総
合
相
談
と
生
活
困
窮
者
支
援

（
大
阪
府
）

事 

例

「高齢者・障害者 なんでも相談会」の様子

件
の
均
一
化（
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）

を
求
め
る
声
が
上
が
り
始
め
る
。

　
平
成
24
年
に
は
、財
務
省
が
社
会
福
祉

法
人
の
経
営
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
と
障
害
者
福
祉
施
設
の
財
務
状
況
調

査
を
実
施
。そ
の
結
果
が
公
表
さ
れ
、内

部
留
保
が
大
き
い
法
人
ほ
ど
社
会
還
元

に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
大
き
く

報
道
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、平
成
25
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、

日
本
再
興
戦
略
等
の
閣
議
決
定（
6
月
）、

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
報
告
書

（
8
月
）で
、法
人
の
大
規
模
化
、法
人
間

連
携
、経
営
の
高
度
化
と
透
明
性
の
確
保
、

非
課
税
扱
い
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
貢
献

等
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
、9
月
に「
社

会
福
祉
法
人
の
在
り
方
等
に
関
す
る
検

討
会
」が
厚
生
労
働
省
で
設
置
さ
れ
る
に

至
っ
た
。

　
同
検
討
会
は
、環
境
や
福
祉
ニ
ー
ズ
の

変
化
を
踏
ま
え
、日
本
再
興
戦
略
等
へ
の

対
応
を
は
じ
め
、社
会
福
祉
法
人
の
方
向

性
の
論
点
整
理
を
行
う
た
め
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
、平
成
26
年
5
月
に
報
告
書

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
だ
。

　
検
討
会
の
議
論
で
は
、地
域
を
取
り
巻

く
環
境
の
変
化（
図
表
1
）に
よ
り
、新
た

な
貧
困
、社
会
的
孤
立・不
安
等
が
地
域

に
発
生
し
て
い
る
と
し
て
お
り
、福
祉
の

専
門
知
識・資
源
を
持
つ
社
会
福
祉
法
人

だ
か
ら
こ
そ
、既
存
の
制
度
だ
け
で
は
解

決
で
き
な
い
、制
度
の
狭
間
の
ニ
ー
ズ
を

見
過
ご
さ
な
い
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、検

討
会
で
は
以
下
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
社
会
福
祉
法
人
は
、公
益
性
の
示
し
方

を
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
の
特
徴
が
確
認
さ
れ
た
。こ
れ
ら
は
、

1
つ
の
法
人
で
も
で
き
る
こ
と
だ
が
、市

内
の
複
数
の
法
人
が
協
働
す
る
取
り
組

み
も
あ
る（
次
ペ
ー
ジ
）。

　
1
つ
の
法
人
で
は
、地
域
に
還
元
で
き

る
資
源
は
あ
っ
て
も
住
民
福
祉
組
織
と
接

点
が
な
か
っ
た
り
、相
談
会・講
座
等
の
開

催
頻
度
や
ノ
ウ
ハ
ウ
、対
象
エ
リ
ア
な
ど

限
界
が
あ
る
。住
民
、社
協
、社
会
福
祉
法

人
が
協
力
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、互
い
が

満
足
す
る
結
果
を
得
ら
れ
る
取
り
組
み

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、協
働
す
る
法
人
が
増
え
れ
ば
、

さ
ら
に
大
規
模
な
取
り
組
み
も
可
能
と
な

る
。次
ペ
ー
ジ
に
挙
げ
た
大
阪
府
内
の
社

会
福
祉
法
人
の
取
り
組
み
は
、神
奈
川
県

を
は
じ
め
、他
の
都
道
府
県
に
も
波
及
し

始
め
て
い
る
。

　
制
度
の
狭
間
に
あ
る
福
祉
課
題
に
、地

域
住
民
と
専
門
機
関・団
体
が
連
携
し
た

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
、県
内

社
会
福
祉
法
人
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
す
の
か
。経
営
協
で
は
現
在
、「
地
域

福
祉
推
進
会
議
」を
設
置
し
、方
策
の
提

唱
に
向
け
た
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

「
社
会
福
祉
法
人
」の

特
徴
は

■図表1 地域を取り巻く環境の変化
●
地
域
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ニ
ー
ズ
に

　
専
門
分
野
に
関
わ
ら
ず
対
応
し
て

　
い
る

●
地
域
の
ニ
ー
ズ
の
解
決
策
を
、こ
こ

　
3
年
で
事
業
化
し
た
こ
と
が
あ
る

●
地
域
住
民
と
の
懇
談
会
等
で
、ニ

　
ー
ズ
を
定
期
的
に
把
握
し
て
い
る

　
経
営
協
と
県
社
協
で
は
、社
会
福
祉
法

人
が
住
民
と
福
祉
関
係
者
の
よ
り
身
近

な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
れ
る
よ
う
、相
談
員

の
養
成
な
ど
の
取
り
組
み
方
法
を
今
後

方
針
化
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

社
会
福
祉
法
人
み
か
り
会

理
事
長
　
谷
村 

誠
さ
ん

（
地
域
福
祉
推
進
会
議
委
員
長
）

　
こ
れ
ま
で
も
、地
域
社
会
の
一
員
と

し
て
各
法
人
で
社
会
貢
献
に
取
り
組
ん

で
き
た
が
、も
は
や
社
会
福
祉
法
人
の

最
大
の
強
み
を
生
か
し
て
、県
内
一
丸

と
な
っ
て
取
り
組
む
時
が
き
て
い
る
。

将
来
的
に
は
経
済
的
な
援
助
を
行
う

こ
と
も
鑑
み
、ま
ず
は
相
談
機
能
の
充

実
お
よ
び
そ
の
発
揮
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。地
域
の
法
人
や
関
係
機
関
が

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
み
、専
門
分
野
に

加
え
て
総
合
的
に
相
談
に
乗
れ
れ
ば
、

大
き
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
な
る
。県

内
法
人
が
、地
域
の
福
祉
関
係
者
の
皆

さ
ん
と
協
力
し
、地
域
の
実
情
に
あ
っ

た
役
割
を
果
た
し
て
き
た
い
。

桃
山
学
院
大
学
教
授
　
松
端 

克
文
さ
ん

（
地
域
福
祉
推
進
会
議
助
言
者
）　

　
社
会
福
祉
法
人
は
、利
用
者
が
困
っ

て
い
た
ら
、制
度
外
の
こ
と
で
も
何
と

か
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
は
ず
だ
。

対
象
を
地
域
に
広
げ
仕
組
み
化
す
る

の
は
、日
頃
の
実
践
の
延
長
線
上
に
あ

る
と
い
え
る
。

　
初
期
相
談
は
各
法
人
で
担
う
と
し
て
、

課
題
分
析
か
ら
支
援
策
の
決
定・実
施

に
つ
い
て
は
、他
の
法
人
や
各
地
の
相
談

支
援
機
関
と
協
議
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

解
決
ル
ー
ト
を
作
れ
ば
い
い
。初
期
相

談
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
ぐ
際
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
も
重
要
で
あ
る
。

　
左
の
2
事
例
は
い
ず
れ
も
社
協
が
事

務
局
だ
が
、地
域
の
住
民
組
織
と
公
私

の
社
会
福
祉
事
業
関
係
者
な
ど
で
構

成
さ
れ
、地
域
の
福
祉
課
題
の
解
決
に

取
り
組
む
社
協
本
来
の
役
割
だ
。県
域

で
の
取
り
組
み
に
際
し
て
は
県
社
協
の

役
割
が
ま
ず
問
わ
れ
る
が
、市
町
社
協

に
は
施
設
経
営
法
人
と
の
新
た
な
協
働

の
あ
り
方
の
検
討
を
期
待
し
た
い
。

る
の
も
特
徴
だ
。財
源
は
施
設
が
拠
出
し

た
基
金
で
、年
間
の
援
助
額
は
3
0
0
0

万
円
以
上
。約
8
0
0
人
の
Ｃ
Ｓ
Ｗ
の
大

半
は
施
設
業
務
と
兼
務
だ
が
、Ｃ
Ｓ
Ｗ
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
府
社
協
所
属
の
社
会
貢
献
支

援
員
も
含
め
、支
援
力
は
大
き
い
。

　
ま
た
、保
育
部
会
で
は
総
合
相
談
員「
ス

マ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
」約
1
2
0
0
人
を

各
保
育
所
に
配
置
。家
庭
、虐
待
、介
護
、

仕
事
な
ど
生
活
上
の
多
様
な
相
談
に
応

じ
、問
題
解
決
に
向
け
た
助
言
や
適
切
な

関
係
機
関
に
つ
な
ぐ
な
ど
し
て
い
る
。年

間
相
談
件
数
は
、5
万
件
近
く
に
上
っ
て

い
る
。

　
今
後
は
、施
設
種
別
を
問
わ
ず
、府
内
す

べ
て
の
社
会
福
祉
法
人
が
経
済
的
援
助
も

含
め
た
総
合
相
談
の
実
施
を
目
指
す
。

■図表2 先駆的な法人に共通する特徴

●自治会活動や、地域行事に企画運営から
　参加するなど、積極的に法人の役職員が
　地域社会に参加している。
●カフェ、サロンなど、住民が日常的に立ち
　寄る「場」を法人内に設置している。
●住民の生活に根差した「校区」で取り組ん
　でいる。
●住民や他の関係者との協働での取り組み
　を前提にしている。
●行政や社協の関わりを意識している。

※「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」資料を加工したもの

従 

来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現 

状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今 

後

近隣住民、ボランティア等

近隣住民等

地域を取り巻く環境の変化

◆近年の経済・雇用情態の変化に伴い、住まい方（高齢者
　のみ世帯や核家族化）の変化や雇用形態の多様化によ
　る新たな地域ニーズの発生

◆地域により事情は異なるものの、過疎化・核家族化や住
　民同士のつながりの希薄化の進行など、従前の地域コ
　ミュニティにおける担い手が大幅に不足

社会福祉事業を行うことを
目的に設立された法人（行政
施策の実施・主体）として、地
域への貢献を実施

地域コミュニティにおいては、
「向こう三軒両隣」の考えによ
り、近隣住民や自治会等の助
け合いを実施

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人による地域貢献の例（商店街の空店舗
を活用した子どもの居場所づくり）

これまで実施してきている社会福祉
事業にプラスＯＮＥの積極的な取り組
みが期待される
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ま
た
、経
営
基
盤
の
保
持
の
た
め
、法
人

設
立
時
に
資
産
保
有
等
に
一
定
の
要
件
が

あ
り
、役
員
の
解
職
勧
告
や
法
人
解
散
命

令
等
の
行
政
手
段
が
法
律
で
与
え
ら
れ
て

い
る
。事
業
の
開
始・廃
止
も
行
政
の
認
可

が
必
要
で
、安
易
な
事
業
の
撤
退
も
で
き

な
い
。行
政
監
査
、情
報
開
示
な
ど
厳
格
な

規
定
の
も
と
で
事
業
を
行
い
、万
一
解
散

し
た
場
合
も
、残
余
財
産
は
他
の
社
会
福

祉
法
人
ま
た
は
国
庫
に
帰
属
す
る
。

○
期
待
さ
れ
る
公
益
性

　
以
上
の
よ
う
な
公
的
規
制
が
あ
る
一

方
で
、社
会
福
祉
法
人
は
、そ
の
公
益
性

に
よ
り
、法
人
税
や
寄
付
等
の
税
制
上
の

優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
実
際
、利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
加
え
、地
域
の
福
祉
の
拠
点
と
し
て
、

地
元
小
中
学
校
等
の「
福
祉
学
習
」へ
の
協

力
や
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
や
受
け
入

れ
の
推
進
、介
護
や
育
児
の
相
談
会
の
開

催
な
ど
、そ
の
公
益
性
を
発
揮
し
て
い
る

法
人
は
少
な
く
な
い
。災
害
時
の
要
援
護

者
へ
の
支
援
に
も
積
極
的
で
あ
る
。

　
し
か
し
、介
護
保
険
制
度
の
施
行
を
は

じ
め
と
す
る
平
成
12
年
か
ら
の
社
会
福

祉
基
礎
構
造
改
革
で
、株
式
会
社
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
な
ど
が
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

に
参
入
。こ
の
頃
か
ら
、事
業
者
間
の
条

　

現
在
、全
国
に
2
万
弱
あ
る
社
会
福

祉
法
人
の
う
ち
、県
内
に
存
在
す
る
の
は

約
7
0
0
法
人
に
上
る
。介
護
、保
育
、

障
害
児・者
へ
の
各
種
支
援
な
ど
、多
様

な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
社
会
福

祉
法
人
は
、多
く
の
人
が
人
生
の
い
ず
れ

か
の
時
期
に
関
わ
る
可
能
性
の
高
い
存

在
で
あ
る
。

　
社
会
福
祉
法
人
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、

昭
和
26
年
。当
時
の
社
会
福
祉
制
度
は
、

行
政
に
よ
る
施
設
へ
の
入
所
措
置
の
か
た

ち
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、社
会
福
祉
事
業

を
実
施
す
る
社
会
福
祉
法
人
は
、事
業
の

社
会
的
信
用
や
健
全
性
を
維
持
す
る
た

め
、他
の
主
体
と
異
な
る
特
別
な
法
人
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。そ
の
た
め
、次

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

○
運
営
に
対
す
る
強
い
公
的
規
制

　
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、運
営

費
の
支
出
対
象
経
費
等
の
規
制
が
あ
る

と
と
も
に
、事
業
収
入
は
原
則
と
し
て
社

会
福
祉
事
業
に
の
み
充
て
ら
れ
、配
当
や

収
益
事
業
に
支
出
で
き
な
い
。

SPECIAL EDITION

社
会
福
祉
法
人
に

期
待
さ
れ
る
事
業

　特別養護老人ホームや保育所、障害者施設など、私たちの地域に
ある社会福祉施設・事業所の多くは「社会福祉法人」が運営している。
　かつては、提供される福祉サービスの利用者しか接点がほとんど
なかった社会福祉法人だが、現在は法人の強みを生かして、地域に
貢献しようとさまざまな取り組みが始まっている。
　今回の特集では、私たちのくらしの身近なパートナーとしての
社会福祉法人の今後の方向性について、情勢や事例を交えて紹
介する。

「ストップ・ザ・無縁社会」
絆つなげる 明日へつながる⑱
強みを地域に
生かす社会福祉法人

県
内
に
お
け
る

社
会
福
祉
法
人
の
取
り
組
み

今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性

〜
協
働
事
業
の
展
開
に
向
け
て
〜

　
こ
う
し
た
国
の
動
向
の
一
方
で
、県
内

の
社
会
福
祉
法
人
も
さ
ま
ざ
ま
な
制
度

外
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　
県
社
協
と
県
社
会
福
祉
法
人
経
営
者

協
議
会（
以
下
、「
経
営
協
」）が
平
成
23

年
に
実
施
し
た「
社
会
福
祉
法
人
の
取

り
組
み
に
関
す
る
調
査
」（
県
内
7
0
6

法
人
対
象・回
答
率
50
．7
％
）に
よ
る
と
、

「
地
元
学
校
の
福
祉
学
習
に
施
設
を
開

放
し
て
い
る
」な
ど
の
取
り
組
み
率
が
高

か
っ
た
が
、中
で
も
地
域
に
対
し
何
ら
か

の
相
談
機
能・窓
口
を
設
置・開
設
し
て

い
る
1
5
6
法
人
に
は
、次
の
傾
向
が
顕

著
だ
っ
た
。

　
ま
た
、こ
れ
ら
の
法
人
の
う
ち
特
に
先

駆
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
法
人
に

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
す
る
と
、図
表

ポ
イ
ン
ト
①
財
源

　
制
度
報
酬・措
置
費
や
税
制
上
の
課

題
も
あ
る
が
、法
人
で
利
益
に
当
た
る

部
分
の
一
定
額
は
制
度
外
の
新
た
な

取
り
組
み
の
財
源
と
し
て
地
域
社
会

に
還
元
す
べ
き
で
あ
り
、還
元
で
き
な

い
な
ら
ば
課
税
も
や
む
を
得
な
い
。

ポ
イ
ン
ト
②
方
法

　

制
度
外
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
に

も
、一
つ
の
法
人
で
で
き
る
も
の
と
で

き
な
い
も
の
が
あ
る
。複
数
の
法
人
で

財
源
を
拠
出
し
、事
業
を
共
同
運
営
し

て
は
ど
う
か
。

ポ
イ
ン
ト
③
住
民
等
と
の
地
域
醸
成

　

地
域
社
会
の
課
題
が
要
因
と
な
っ

て
ニ
ー
ズ
が
発
生
し
な
い
よ
う
、企

業
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
、民
生
委
員
、社
協
、行
政

な
ど
、地
域
の
多
様
な
主
体
と
と
も

に
解
決
に
取
り
組
み
、地
域
福
祉
計

画
の
策
定
時
に
は
住
民
と
と
も
に
課

題
の
見
え
る
化
を
図
り
、課
題
解
決

策
と
自
ら
の
役
割
を
明
確
に
す
べ
き

で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
④
行
政
の
理
解
と
下
支
え

　
全
国
の
市
町
村
の
中
に
は「
法
に
基

づ
く
社
会
福
祉
事
業
以
外
は
し
て
は

い
け
な
い
」な
ど
法
人
制
度
へ
の
誤
解

が
あ
る
。国
は
各
自
治
体
が
新
た
な
取

り
組
み
を
理
解
し
、利
益
還
元
し
や
す

い
環
境
整
備
を
図
っ
て
ほ
し
い
。

「
検
討
会
」で
の
意
見
よ
り

SPECIAL EDITION  特集

え
、校
区
内
で
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
運

営
す
る
法
人
も
参
加
。誰
も
が
暮
ら
し
続

け
る
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け

て
、協
議・調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。地
域

福
祉
ネ
ッ
ト
会
議
を
経
て
、ゴ
ミ
出
し
や
話

し
相
手
な
ど
、住
民
同
士
が
助
け
合
う「
地

区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
助
け
あ
い
）セ
ン
タ
ー
」

事
業
も
10
校
区（
平
成
26
年
1
月
現
在
）で

取
り
組
ま
れ
、事
業
の
窓
口
を
複
数
の
法

人
が
担
当
。住
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、地

域
福
祉
の
推
進
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。

　
県
老
人
福
祉
事
業
協
会
で
は
、県
が
創

設
し
た「
地
域
サ
ポ
ー
ト
型
特
養
」の
会
員

施
設
へ
の
普
及
を
進
め
て
い
る
。

　

認
知
症
の
人
や
介
護
保
険
認
定
非
該

当
で
見
守
り
を
希
望
す
る
高
齢
者
等
と

契
約
し
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
配
置

し
た
生
活
援
助
員（
L
S
A
）等
が
、24
時

間
体
制
で
見
守
り
訪
問
、相
談
支
援
を
行

う「
兵
庫
式
24
時
間
L
S
A
地
域
見
守
り

事
業
」と
、地
域
住
民
へ
の
在
宅
支
援
事
業

（
介
護
技
術
講
習
会
、介
護
者
の
つ
ど
い
、

配
食
サ
ー
ビ
ス
等
）を
あ
わ
せ
て
実
施
す

る
も
の
で
、現
在
18
施
設
が
県
か
ら
認
定

さ
れ
て
い
る
。

　
特
養
の
専
門
性
を
発
揮
し
、住
民
の
在

宅
生
活
を
支
え
る
新
た
な
実
践
で
あ
る
。

　
大
阪
府
社
協
老
人
施
設
部
会
で
は
、府

内
の
入
所
施
設
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー（
Ｃ
Ｓ
Ｗ
）を
配
置
し
、何
ら
か

の
理
由
で「
食
べ
る
も
の
が
な
い
」「
電
気
が

止
め
ら
れ
た
」な
ど
の
問
題
を
抱
え
る
人

を
訪
問
し
、課
題
解
決
に
必
要
な
制
度
に

つ
な
が
る
ま
で
支
援
す
る
。経
済
的
援
助

と
し
て
、10
万
円
を
上
限
に
現
物
給
付
す

　
「
伊
丹
市
福
祉
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
」

は
、法
律・医
療
の
専
門
家
や
行
政
等
関
係

機
関・団
体
の
協
力
の
も
と
、「
社
会
福
祉

法
人
協
働
事
業
」と
し
て
市
内
の
社
協
を

含
む
8
つ
の
社
会
福
祉
法
人
で
協
働
運
営

さ
れ
て
い
る
。

　

福
祉
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
は
、認
知

症
や
知
的・精
神
障
害
な
ど
で
判
断
時
に

支
援
が
必
要
な
人
が
、住
み
な
れ
た
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、成
年

後
見
制
度
の
利
用
や
虐
待
等
福
祉
の
専

門
職
だ
け
で
は
対
応
が
困
難
な
ケ
ー
ス

の
相
談
や
支
援
を
行
う
窓
口
で
あ
る
。

事
務
局
は
社
協
が
担
い
、他
の
法
人
は

持
ち
回
り
で
、「
高
齢
者・障
が
い
者
な
ん

で
も
相
談
会
」や
市
民
向
け
の「
権
利
擁

護
講
座
」を
開
催
。市
民
の
権
利
擁
護
に

関
す
る
意
識
啓
発
や
ニ
ー
ズ
キ
ャ
ッ
チ
に

一
役
買
っ
て
い
る
。運
営
法
人
の
職
員
向

け
の
研
修
も
開
催
し
、専
門
性
の
向
上

に
も
努
め
て
い
る
。

　
ま
た
、市
内
17
の
小
学
校
区
で
開
催
さ

れ
る「
地
域
福
祉
ネ
ッ
ト
会
議
」に
は
、住

民
、行
政
や
福
祉
事
業
所
の
職
員
等
に
加

福
祉
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の

協
働
運
営
と
小
地
域
福
祉
活
動
支
援

（
伊
丹
市
）

事 

例

在
宅
高
齢
者
に
早
期
か
ら
関
わ
る

「
地
域
サ
ポ
ー
ト
型
特
養
」の
取
り
組
み

（
兵
庫
県
老
人
福
祉
事
業
協
会
）

事 

例

府
内
全
域
で
の

総
合
相
談
と
生
活
困
窮
者
支
援

（
大
阪
府
）

事 

例

「高齢者・障害者 なんでも相談会」の様子

件
の
均
一
化（
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）

を
求
め
る
声
が
上
が
り
始
め
る
。

　
平
成
24
年
に
は
、財
務
省
が
社
会
福
祉

法
人
の
経
営
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
と
障
害
者
福
祉
施
設
の
財
務
状
況
調

査
を
実
施
。そ
の
結
果
が
公
表
さ
れ
、内

部
留
保
が
大
き
い
法
人
ほ
ど
社
会
還
元

に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
大
き
く

報
道
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、平
成
25
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、

日
本
再
興
戦
略
等
の
閣
議
決
定（
6
月
）、

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
報
告
書

（
8
月
）で
、法
人
の
大
規
模
化
、法
人
間

連
携
、経
営
の
高
度
化
と
透
明
性
の
確
保
、

非
課
税
扱
い
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
貢
献

等
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
、9
月
に「
社

会
福
祉
法
人
の
在
り
方
等
に
関
す
る
検

討
会
」が
厚
生
労
働
省
で
設
置
さ
れ
る
に

至
っ
た
。

　
同
検
討
会
は
、環
境
や
福
祉
ニ
ー
ズ
の

変
化
を
踏
ま
え
、日
本
再
興
戦
略
等
へ
の

対
応
を
は
じ
め
、社
会
福
祉
法
人
の
方
向

性
の
論
点
整
理
を
行
う
た
め
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
、平
成
26
年
5
月
に
報
告
書

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
だ
。

　
検
討
会
の
議
論
で
は
、地
域
を
取
り
巻

く
環
境
の
変
化（
図
表
1
）に
よ
り
、新
た

な
貧
困
、社
会
的
孤
立・不
安
等
が
地
域

に
発
生
し
て
い
る
と
し
て
お
り
、福
祉
の

専
門
知
識・資
源
を
持
つ
社
会
福
祉
法
人

だ
か
ら
こ
そ
、既
存
の
制
度
だ
け
で
は
解

決
で
き
な
い
、制
度
の
狭
間
の
ニ
ー
ズ
を

見
過
ご
さ
な
い
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、検

討
会
で
は
以
下
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
社
会
福
祉
法
人
は
、公
益
性
の
示
し
方

を
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
の
特
徴
が
確
認
さ
れ
た
。こ
れ
ら
は
、

1
つ
の
法
人
で
も
で
き
る
こ
と
だ
が
、市

内
の
複
数
の
法
人
が
協
働
す
る
取
り
組

み
も
あ
る（
次
ペ
ー
ジ
）。

　
1
つ
の
法
人
で
は
、地
域
に
還
元
で
き

る
資
源
は
あ
っ
て
も
住
民
福
祉
組
織
と
接

点
が
な
か
っ
た
り
、相
談
会・講
座
等
の
開

催
頻
度
や
ノ
ウ
ハ
ウ
、対
象
エ
リ
ア
な
ど

限
界
が
あ
る
。住
民
、社
協
、社
会
福
祉
法

人
が
協
力
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、互
い
が

満
足
す
る
結
果
を
得
ら
れ
る
取
り
組
み

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、協
働
す
る
法
人
が
増
え
れ
ば
、

さ
ら
に
大
規
模
な
取
り
組
み
も
可
能
と
な

る
。次
ペ
ー
ジ
に
挙
げ
た
大
阪
府
内
の
社

会
福
祉
法
人
の
取
り
組
み
は
、神
奈
川
県

を
は
じ
め
、他
の
都
道
府
県
に
も
波
及
し

始
め
て
い
る
。

　
制
度
の
狭
間
に
あ
る
福
祉
課
題
に
、地

域
住
民
と
専
門
機
関・団
体
が
連
携
し
た

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
、県
内

社
会
福
祉
法
人
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
す
の
か
。経
営
協
で
は
現
在
、「
地
域

福
祉
推
進
会
議
」を
設
置
し
、方
策
の
提

唱
に
向
け
た
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

「
社
会
福
祉
法
人
」の

特
徴
は

■図表1 地域を取り巻く環境の変化
●
地
域
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ニ
ー
ズ
に

　
専
門
分
野
に
関
わ
ら
ず
対
応
し
て

　
い
る

●
地
域
の
ニ
ー
ズ
の
解
決
策
を
、こ
こ

　
3
年
で
事
業
化
し
た
こ
と
が
あ
る

●
地
域
住
民
と
の
懇
談
会
等
で
、ニ

　
ー
ズ
を
定
期
的
に
把
握
し
て
い
る

　
経
営
協
と
県
社
協
で
は
、社
会
福
祉
法

人
が
住
民
と
福
祉
関
係
者
の
よ
り
身
近

な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
れ
る
よ
う
、相
談
員

の
養
成
な
ど
の
取
り
組
み
方
法
を
今
後

方
針
化
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

社
会
福
祉
法
人
み
か
り
会

理
事
長
　
谷
村 

誠
さ
ん

（
地
域
福
祉
推
進
会
議
委
員
長
）

　
こ
れ
ま
で
も
、地
域
社
会
の
一
員
と

し
て
各
法
人
で
社
会
貢
献
に
取
り
組
ん

で
き
た
が
、も
は
や
社
会
福
祉
法
人
の

最
大
の
強
み
を
生
か
し
て
、県
内
一
丸

と
な
っ
て
取
り
組
む
時
が
き
て
い
る
。

将
来
的
に
は
経
済
的
な
援
助
を
行
う

こ
と
も
鑑
み
、ま
ず
は
相
談
機
能
の
充

実
お
よ
び
そ
の
発
揮
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。地
域
の
法
人
や
関
係
機
関
が

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
み
、専
門
分
野
に

加
え
て
総
合
的
に
相
談
に
乗
れ
れ
ば
、

大
き
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
な
る
。県

内
法
人
が
、地
域
の
福
祉
関
係
者
の
皆

さ
ん
と
協
力
し
、地
域
の
実
情
に
あ
っ

た
役
割
を
果
た
し
て
き
た
い
。

桃
山
学
院
大
学
教
授
　
松
端 

克
文
さ
ん

（
地
域
福
祉
推
進
会
議
助
言
者
）　

　
社
会
福
祉
法
人
は
、利
用
者
が
困
っ

て
い
た
ら
、制
度
外
の
こ
と
で
も
何
と

か
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
は
ず
だ
。

対
象
を
地
域
に
広
げ
仕
組
み
化
す
る

の
は
、日
頃
の
実
践
の
延
長
線
上
に
あ

る
と
い
え
る
。

　
初
期
相
談
は
各
法
人
で
担
う
と
し
て
、

課
題
分
析
か
ら
支
援
策
の
決
定・実
施

に
つ
い
て
は
、他
の
法
人
や
各
地
の
相
談

支
援
機
関
と
協
議
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

解
決
ル
ー
ト
を
作
れ
ば
い
い
。初
期
相

談
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
ぐ
際
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
も
重
要
で
あ
る
。

　
左
の
2
事
例
は
い
ず
れ
も
社
協
が
事

務
局
だ
が
、地
域
の
住
民
組
織
と
公
私

の
社
会
福
祉
事
業
関
係
者
な
ど
で
構

成
さ
れ
、地
域
の
福
祉
課
題
の
解
決
に

取
り
組
む
社
協
本
来
の
役
割
だ
。県
域

で
の
取
り
組
み
に
際
し
て
は
県
社
協
の

役
割
が
ま
ず
問
わ
れ
る
が
、市
町
社
協

に
は
施
設
経
営
法
人
と
の
新
た
な
協
働

の
あ
り
方
の
検
討
を
期
待
し
た
い
。

る
の
も
特
徴
だ
。財
源
は
施
設
が
拠
出
し

た
基
金
で
、年
間
の
援
助
額
は
3
0
0
0

万
円
以
上
。約
8
0
0
人
の
Ｃ
Ｓ
Ｗ
の
大

半
は
施
設
業
務
と
兼
務
だ
が
、Ｃ
Ｓ
Ｗ
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
府
社
協
所
属
の
社
会
貢
献
支

援
員
も
含
め
、支
援
力
は
大
き
い
。

　
ま
た
、保
育
部
会
で
は
総
合
相
談
員「
ス

マ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
」約
1
2
0
0
人
を

各
保
育
所
に
配
置
。家
庭
、虐
待
、介
護
、

仕
事
な
ど
生
活
上
の
多
様
な
相
談
に
応

じ
、問
題
解
決
に
向
け
た
助
言
や
適
切
な

関
係
機
関
に
つ
な
ぐ
な
ど
し
て
い
る
。年

間
相
談
件
数
は
、5
万
件
近
く
に
上
っ
て

い
る
。

　
今
後
は
、施
設
種
別
を
問
わ
ず
、府
内
す

べ
て
の
社
会
福
祉
法
人
が
経
済
的
援
助
も

含
め
た
総
合
相
談
の
実
施
を
目
指
す
。

■図表2 先駆的な法人に共通する特徴

●自治会活動や、地域行事に企画運営から
　参加するなど、積極的に法人の役職員が
　地域社会に参加している。
●カフェ、サロンなど、住民が日常的に立ち
　寄る「場」を法人内に設置している。
●住民の生活に根差した「校区」で取り組ん
　でいる。
●住民や他の関係者との協働での取り組み
　を前提にしている。
●行政や社協の関わりを意識している。

※「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」資料を加工したもの

従 

来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現 

状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今 

後

近隣住民、ボランティア等

近隣住民等

地域を取り巻く環境の変化

◆近年の経済・雇用情態の変化に伴い、住まい方（高齢者
　のみ世帯や核家族化）の変化や雇用形態の多様化によ
　る新たな地域ニーズの発生

◆地域により事情は異なるものの、過疎化・核家族化や住
　民同士のつながりの希薄化の進行など、従前の地域コ
　ミュニティにおける担い手が大幅に不足

社会福祉事業を行うことを
目的に設立された法人（行政
施策の実施・主体）として、地
域への貢献を実施

地域コミュニティにおいては、
「向こう三軒両隣」の考えによ
り、近隣住民や自治会等の助
け合いを実施

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人による地域貢献の例（商店街の空店舗
を活用した子どもの居場所づくり）

これまで実施してきている社会福祉
事業にプラスＯＮＥの積極的な取り組
みが期待される
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